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１【提出理由】

　平成29年6月22日開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月22日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金2円

 

第２号議案　株式併合の件

①当社普通株式について、10株を1株に併合いたします。なお、株式併合後の発行済株式総数は

2,253,000株となります。また、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の

定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分

配いたします。

②株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

③上記の②における発行可能株式総数

8,000,000株

 

第３号議案　定款一部変更の件

①第２号議案「株式併合の件」の承認可決とその効力発生を条件として、発行済株式総数の減少に伴

う発行可能株式総数の適正化を図るために、現行定款第６条（発行可能株式総数）に規定されてい

る発行可能株式総数を80,000,000株から8,000,000株に変更するものであります。

②同じく第２号議案「株式併合の件」の承認可決とその効力発生を条件として、東京証券取引所をは

じめとする全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、現行定款

第８条（単元株式数）に規定されている当社の単元株式数を1,000株から100株に変更するものであ

ります。

③現行定款第６条（発行可能株式総数）および第８条（単元株式数）の変更の効力は、株式併合の効

力発生日に生ずることとする附則を設け、株式併合の効力発生日経過後は、これを定款から削除す

るものであります。

④単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を限定する規定を新

設するものであります。

⑤インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインター

ネット開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設するものであります。

⑥条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

 

第４号議案　取締役7名選任の件

取締役として、川路 道博、濱田 哲、表 正和、原 耕作、鶴岡信三、桑原 道並びに若野 晃一を選任

する。

 

第５号議案　監査役2名選任の件

監査役として、越智 宗並びに廣田 亨を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 4,519 4 － （注）１ 可決　99.96

第２号議案 4,510 13 － （注）２ 可決　99.88

第３号議案 4,515 8  （注）２ 可決　99.93

第４号議案    （注）３  

川路　道博 4,489 34 －  可決　99.70

濱田　哲 4,516 7 －  可決　99.94

表　正和 4,514 9 －  可決　99.92

原　耕作 4,516 7 －  可決　99.94

鶴岡　信三 4,516 7 －  可決　99.94

桑原　道 4,409 114 －  可決　98.98

若野　晃一 4,514 9 －  可決　99.92

第５号議案    （注）３  

越智　宗 4,517 6 －  可決　99.95

廣田　亨 4,410 113 －  可決　98.99

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上

 

EDINET提出書類

内海造船株式会社(E02131)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

